
1

平成 26 年 8 月

独立行政法人国立女性教育会館

（仮称）国立女性教育会館公共施設等運営事業及び

施設・設備長期維持管理業務委託

施設・設備長期維持管理業務委託契約書
（案）



2

（仮称）国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務委託契約書（案）

１ 業 務 名 （仮称）国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務委託

２ 業務の場所 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷７２８番地

３ 業 務 期 間 平成２７年４月 日～平成３７年３月３１日

４ 契 約 金 額 ￥

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ ）

上記の業務について、委託者と受託者は、合意に基づいて、別添の条項により公正な業

務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

平成 年 月 日

委託者 独立行政法人国立女性教育会館

     事務局長                     ㊞ 

受託者

所在地

商号又は名称

     代表者                     ㊞ 
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第１章 総 則

第１条（目的）

本契約（頭書を含む。以下同じ。）は、独立行政法人女性教育会館（以下「ヌエッ

ク」という）が受託者に対して委託する（仮称）国立女性教育会館施設・設備長期維

持管理業務の内容を規定すると共に、ヌエック及び受託者が相互に協力し、（仮称）

国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務を円滑に実施するために必要な一切の

事項を定めることを目的とする。

２ 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解

釈に影響を与えるものではない。

第２条（用語の定義）

本契約において、使用する用語の意義は、本契約で別途定める場合を除き、次の各

号に規定するとおりとする。

（１）「本件事業」とは、実施契約に基づく（仮称）国立女性教育会館公共施設等運営

事業をいう。

（２）「実施契約」とは、ヌエックと受託者とが本契約とは別途締結する「（仮称）国

立女性教育会館公共施設等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託 公共施

設等運営権実施契約（案）」で規定する契約をいう。

（３）「本件業務」とは、本件施設・設備の維持管理に関する次の業務をいう。

ア 建築設備運転保守点検管理業務

イ 年間保守点検業務

ウ 清掃業務

エ 構内庭園維持管理業務

オ 警備業務

（４）「本件施設・設備」とは、次の施設・設備をいう。

ア 所在地：埼玉県比企郡嵐山町菅谷７２８番地

イ 敷地面積：102,252 ㎡

ウ 建築総面積：11,857 ㎡

エ 延床総面積：26,975 ㎡

オ 棟別階数・構造及び面積等

名称 構造・階級 延床面積

本館（うち女性教育情報センター） RC 造 3 階･地下 1 階 8,509 ㎡(1,085 ㎡)

宿泊棟Ａ棟 SRC 造 8 階･地下 1階 4,609 ㎡

宿泊棟Ｂ棟 RC 造 4 階 2,504 ㎡
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宿泊棟Ｃ棟 RC 造 3 階 1,548 ㎡

実技研修棟 RC 造 1 階 322 ㎡

研修棟 SRC 造 3 階 7,470 ㎡

体育館 SRC 造平屋 1,206 ㎡

響書院 木造平屋 198 ㎡

和庵（なごみあん、茶室） 木造平屋 18 ㎡

テニスコート
全天候型スパックサ

ンドコート
2 面

（５）「実施方針」とは、ヌエックが平成２６年２月１４日に公表した「（仮称）国立

女性教育会館公共施設等運営事業 実施方針」（その後の変更を含む。）をいう。

（６）「事業者提案」とは、本件事業の入札で落札者に選定された民間事業者が本件事

業の入札手続においてヌエックに提出した入札提案書類、ヌエックからの質問に対

する回答書及び基本協定書締結までに提出したその他の一切の書類をいう。

（７）「基本協定」とは、平成［ ］年［ ］月［ ］日、ヌエックと［ ］（注：落

札者の構成企業名を記載）との間で締結された（仮称）国立女性教育会館公共施設

等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託に関する基本協定書（案）に定め

る協定をいう。

（８）「要求水準書」とは、本件業務の実施について、ヌエックが受託者に要求する業

務水準を示すものとして入札説明書と同時に配布した書類、質問回答書（但し、要

求水準書に関する質問に限る。）並びに添付資料をいう。

（９）「要求水準書等」とは、入札説明書、事業者提案、基本協定及び要求水準書をい

う。

（１０）「維持管理期間」とは、平成２７年４月 日から平成３７年３月３１日までの

期間をいう。

（１１）「維持管理開始予定日」とは、平成２７年４月 日をいう。

（１２）「業務期間終了日」とは、維持管理期間満了の日をいう。

（１３）「維持管理準備期間」とは、本契約締結日から平成２７年３月３１日までの期

間をいう。

（１４）「維持管理準備業務」とは、本件業務の準備として行う、本件施設・設備にお

ける維持管理業務の体制整備にかかる業務をいう。

（１５）「落札者」とは、総合評価方式一般競争入札により本件事業を実施する者とし

て決定された代表企業である［ ］並びにその他の構成企業である［ ］、［ ］

及び［ ］からなる共同企業体をいう。

（１６）「協力企業」とは、落札者の代表企業又は構成企業でない者であって、本契約

により受託者が実施すべき業務の一部を受託者から直接受託し、又は請け負う者を
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いう。

（１７）「構成企業」とは、代表企業以外の落札者を構成する各企業をいう。

（１８）「維持管理企業」とは、代表企業、構成企業又は協力企業のうち本件業務を担

当する者をいう。

（１９）「出資者」とは、受託者に対して出資を行い、その株式を保有する者である

［ ］をいう。

（２０）「事業年度」とは、毎年４月１日から始まる１年間をいう。ただし、当初の事

業年度は本契約締結日から平成２７年３月３１日までをいう。

（２１）「全体統括管理者」とは、実施契約に定める本件事業のすべてを統括管理する

者をいう。

（２２）「管理業務統括管理者」とは、第６条の規定により、受託者が実施する本件業

務のすべてを統括管理する者をいい、全体統括管理者の不在時にその者を代行する

者をいう。

（２３）「業務責任者」とは、受託者が管理業務区分毎に配置する業務の責任者をいう。

（２４）「公共施設等運営事業」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号、その後の改正を含む。）２条６項

に定める事業をいう。

（２５）「公共施設等運営権」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（平成１１年法律第１１７号、その後の改正を含む。）２条７項に

定める公共施設等運営事業を実施する権利をいう。

（２６）「不可抗力」とは、ヌエック及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできな

い事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、津波、落盤、騒乱、暴

動、第三者の行為その他の自然的又は、人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲

外のもの（入札説明書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限

る。）などをいう。ただし、「法令等」の変更は、「不可抗力」に含まれない。

（２７）「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政

指導・ガイドライン又は、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他

公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。

（２８）「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成１１年法律第１１７号、その後の改正を含む。）をいう。

（２９）「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号、

その後の改正を含む。）第２条第１項に規定する個人情報、その他個人のプライバ

シーに関わる事実をいう。

第３条（総則）

ヌエック及び受託者は、本契約に基づき、要求水準書等に従い、法令を遵守し、本
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契約を履行しなければならない。

２ ヌエック及び受託者は、本契約と共に、要求水準書等に定める事項が適用されるこ

とを確認する。

３ 受託者は、維持管理期間において本件業務を遂行し、ヌエックは、別紙１に定める

維持管理業務費（以下「維持管理業務費」という。）を別紙１に従って受託者に支払

う。

４ ヌエックは、本契約に基づいて生じた受託者に対する債権及び債務を法令の規定に

より対当額で相殺することができる。

第４条（業務の概要）

本件業務は、本件施設・設備の維持管理業務その他これらに付随し関連する一切の

業務及びこれらの業務実施に係る資金調達から構成される。

第５条（入札説明書等及び受託者提案の内容遵守並びに規定の適用関係）

実施契約、本契約、要求水準書、入札説明書、受託者提案の記載内容に矛盾又は齟

齬がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。

２ 要求水準書の各書類間で疑義が生じた場合は、ヌエック及び受託者の間において協

議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。

第６条（管理業務統括委託者及び業務責任者）

受託者は、本件業務のすべてを統括管理する管理業務統括委託者を置き、本契約締

結後速やかに国に通知する。管理業務統括委託者を変更した場合も同様とする。

２ 管理業務統括委託者は、全体統括委託者と協議の上、本件業務の改善、質の向上を

図り、全体統括委託者の不在時においては、その者を代行する。

３ 受託者は、本件業務の区分毎に総合的に調整を行う業務責任者を置き、本契約締結

後速やかにヌエックに通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。

４ 業務責任者は、他の区分の業務責任者を兼任することができない。但し、管理業務

統括委託者は、本件業務の区分のうち一の管理業務の業務責任者を兼任することがで

きる。

第７条（関係者協議会）

ヌエック及び受託者は、本件業務に関する協議を行う関係者協議会を設置する。

２ 関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、ヌエックと受託者が

協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、ヌエックがこれらを定める。

第８条（関係者協議会における協議が整わなかった場合）
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本件業務に関する事項で決定を要する事項について、関係者協議会における協議が

整わなかった場合、最終的な決定権はヌエックが持つこととする。ただし、ヌエック

は、決定に当たり、合理的な範囲において受託者から意見の聴取を行う。

２ ヌエック及び受託者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。

３ ヌエック及び受託者は、第１項の規定による意見聴取において、合理的に必要があ

ると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴

取することができる。

４ 関係者協議会の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。

第９条（権利義務の譲渡等）

受託者は、あらかじめヌエックの書面による承諾を受けた場合を除き、次の行為を

行わないものとする。

（１）本契約に基づきヌエックに対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対し

て質権の設定その他の担保の設定を行うこと

（２）本契約及び実施契約上の地位並びに本件業務についてヌエックとの間で締結した

契約に基づく契約上の地位について、譲渡、担保設定その他の処分を行うこと

（３）出資者以外の第三者に対して、株式、新株予約権付社債を発行し、又は受託者の

株式を引き受ける権利を与えること

（４）本契約及び実施契約に基づく業務以外の業務を行うこと

（５）本契約及び実施契約が終了する前に解散すること

２ 受託者は、あらかじめヌエックの書面による承諾を受けた場合を除き、定款の変更、

重要な資産の譲渡、事業譲渡等、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織

変更を行ってはならない。

第１０条（費用負担及び資金調達）

本件業務の遂行に関する一切の費用は、本契約及び要求水準等に別段の定めがある

場合を除き、全て受託者が負担するものとする。

２ 本件業務に要する資金調達は、全て受託者の責任において行うものとする。

第１１条（許認可及び届出等）

本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、受託者が自らの

責任及び費用負担により取得し維持するものとする。また、受託者が本契約に基づく

義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、受託者がその責任において

作成し、提出するものとする。ただし、ヌエックが許認可の取得又は届出をする必要

がある場合には、ヌエックが必要な措置を講ずるものとし、当該措置について受託者

の協力を求めた場合には、受託者はこれに応じるものとする。
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２ ヌエックは、受託者がヌエックに対して書面により要請した場合、受託者による許

認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。

３ 受託者は、本件業務の遂行に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出した

ものについては、その写しを保存するとともに、提出後速やかにヌエックに提出する

ものとする。

４ 受託者は、本件事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、ヌエックの要請があっ

た場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しをヌエックに提出するものとする。

第１２条（責任の負担）

受託者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行に係る一切の責

任を負うものとする。

２ 受託者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、受託者の本件業務の遂行

に関する受託者からのヌエックに対する報告、通知若しくは説明を理由として、いか

なる本契約上の受託者の責任をも免れず、当該報告、通知若しくは説明を理由として、

ヌエックは何ら責任を負担しない。

第２章 維持管理開始準備業務

第１節 維持管理準備業務の実施等

第１３条（維持管理準備業務）

受託者は、適用ある法令を遵守の上、要求水準書等に記載された内容を満たす範囲

内において、ヌエックと協議の上、自らの責任及び費用負担において維持管理準備業

務を行う。

２ 維持管理準備業務が遅延した場合又は維持管理準備業務に起因してヌエック又は

受託者に増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。

（１）ヌエックの責めに帰すべき事由により、維持管理準備業務が遅延した場合又は増

加費用及び損害が発生した場合、ヌエックは、受託者と協議の上、合理的な期間維

持管理開始予定日を延期し又は当該増加費用及び損害を負担する。

（２）受託者の責めに帰すべき事由により、維持管理準備業務が遅延した場合又は増加

費用及び損害が発生した場合、受託者は、当該増加費用及び損害を負担する。

（３）法令の変更又は不可抗力により、維持管理準備業務が遅延した場合又は増加費用

及び損害が発生した場合は第５章又は第６章に従う。

第１４条（ヌエックによる説明要求等）

ヌエックは、維持管理準備業務の進捗状況について、随時、受託者に対して報告を
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求めることができ、受託者は、ヌエックから求められた場合にはその報告を行わなけ

ればならない。

２ ヌエックは、維持管理準備期間中、随時、受託者に対し質問をし又は説明を求める

ことができる。受託者は、国から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなけ

ればならない。

３ ヌエックは、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、受託者と協議を行う

ことができる。

４ ヌエックは、維持管理準備期間中、あらかじめ受託者に通知を行うことなく、随時、

維持管理準備業務の実施に立ち会うことができる。

５ 第１項、第２項及び前項に規定する報告、説明又は立会いの結果、維持管理準備業

務の実施状況が要求水準書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、ヌエッ

クは、受託者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、受託

者が負担する。

６ 受託者は、ヌエックが第１項、第２項及び第４項に規定する説明要求及び維持管理

準備業務の実施への立会い等を行ったことをもって、維持管理準備業務に係る責任を

軽減又は免除されるものではない。

第１５条（維持管理準備業務の中止）

ヌエックは、必要と認めた場合には、受託者に対し、維持管理準備業務の中止の内

容及び理由を通知した上で、維持管理準備業務の全部又は一部を中止することができ

る。

２ ヌエックは、前項の規定により維持管理準備業務の全部又は一部を中止した場合に

は、受託者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、合理的な期間維持管理開始予定

日を延期する。また、ヌエックは、受託者の責めに帰すべき場合を除き、維持管理準

備業務を中止したことにより、受託者に発生した増加費用及び損害を負担する。ただ

し、維持管理準備業務の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第５章

又は第６章に従う。

第２節 維持管理開始準備の完了及び維持管理業務の体制整備

第１６条（受託者による維持管理業務体制整備）

受託者は、維持管理開始予定日までに、本件施設・設備に係る維持管理業務に必要

な体制を確保する。

第１７条（従事職員の確保等）

受託者は、要求水準書等に従い、維持管理開始予定日の３０日前までに、本件業務

に従事する者（以下「従事者」という。）を確保・選任する。
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２ 受託者は、従事者の名簿を、維持管理開始予定日の１４日前までに、ヌエックに提

出しなければならない。

３ 第１項及び前項の規定は、従事者に変更があった場合には、変更後の従事者につい

て、それぞれ適用する。

４ ヌエックは、従事者が維持管理業務を行うことが不適当と認めるときは、受託者に

対し、その事由を示して、交代を指示することができる。

第１８条（維持管理開始確認書の交付）

ヌエックは、受託者による本件施設・設備に係る維持管理業務のための体制が確保

されていることを確認した場合には、受託者に対し、遅滞なく維持管理開始確認書を

交付する。

２ 受託者は、ヌエックが維持管理開始確認書を交付したことをもって、本件施設・設

備の維持管理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。

第３章 維持管理・運営業務

第１節 総則

第１９条（本件業務の開始）

受託者は、実施契約に基づき公共施設等運営権の設定後で、かつ、第１８条に規定

する維持管理開始確認書を受領した後でなければ、本件業務を開始することはできな

い。

第２０条（報告義務）

受託者は、維持管理期間中、ヌエックから本件業務の実施について報告を求められ

たときは、遅滞なく、ヌエックに報告しなければならない。

第２節 業務の実施等

第２１条（維持管理業務）

受託者は、維持管理期間中、自らの責任と費用負担において、要求水準書等に定め

る条件に従い、本件業務を行う。

２ 本件業務について、ヌエック又は受託者に増加費用及び損害が発生した場合におけ

る措置は、次の各号のとおりとする。

（１）ヌエックの責めに帰すべき事由により、本件業務について増加費用及び損害が発

生した場合には、ヌエックが当該増加費用及び損害を負担する。

（２）受託者の責めに帰すべき事由により、本件業務について増加費用及び損害が発生
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した場合には、受託者が当該増加費用及び損害を負担する。

（３）法令の変更又は不可抗力により、本件業務について増加費用又は損害が発生した

場合は第５章又は第６章に従う。

第２２条（業務期間の延長）

受託者は、ヌエックに対して、維持管理期間の満了日の３６５日前までに、維持管

理期間の延長に関する協議の開始を、書面にて申し出ることができる。

第２３条（要求水準書の変更）

ヌエックは、合理的な理由に基づき要求水準書の内容を変更しようとするときは、

あらかじめ受託者と協議しなければならない。

第２４条（要求水準書の変更に伴う費用の負担）

ヌエックは、前条に規定する要求水準書の変更（受託者の責めに帰すべき事由によ

る変更を除く。）により、本件業務について合理的な範囲内での増加費用が発生する

場合には、受託者と協議の上、当該増加費用を負担し、合理的な範囲内で費用が減少

する場合には、受託者と協議の上、当該費用相当額を維持管理業務費から減額する。

法令変更又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合は第５章又は第６章

に従う。

第２５条（本件施設・設備の修繕）

受託者が、第２８条に定める維持管理業務年間計画書に記載のない本件施設・設備

の修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、あらかじめヌエックの承

諾を受けなければならない。

２ 受託者は、本件施設・設備の修繕又は設備の更新を行う場合には、当該修繕又は更

新についてヌエックの確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、使

用した設計図、完成図等の書面を速やかにヌエックに提出する。

３ ヌエックの責めに帰すべき事由により、本件施設・設備の修繕又は設備の更新を行

った場合には、ヌエックはこれに伴う増加費用を負担する。

４ 法令の変更又は不可抗力により、本件施設・設備の修繕又は設備の更新を行う場合

は第５章又は第６章に従う。

第２６条（目的外利用の禁止）

受託者は、別段の合意がない限り、本件施設・設備を本件業務のために使用し、そ

れ以外の用途に供してはならない。
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第２７条（物件保全義務）

受託者は、善良な管理者としての注意をもって本件施設・設備の維持保全に努めな

ければならない。

第２８条（維持管理業務計画書等の提出）

受託者は、本件業務の開始に当たり、維持管理開始予定日の６０日前までに、本契

約、要求水準書等、受託者提案書及び本契約締結に至るまでの説明に基づき、維持管

理期間を通じた維持管理業務計画書を作成して、ヌエックの確認を受けなければなら

ないものとする。

２ 受託者は、事業年度ごとに、本件業務の各業務に関する維持管理業務年間計画書を

作成の上、当該事業年度が開始する６０日前までにヌエックに提出し、その確認を受

けなければならない。維持管理業務計画書、維持管理業務年間計画書の記載事項につ

いては、双方協議の上、定めるものとする。

３ 受託者は、要求水準書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書

等、維持管理業務計画書、維持管理業務年間計画書（以下これらを総称して「業務計

画書等」という。）に従って本件業務を実施するものとする。

第２９条（業務開始期間の延長）

受託者は、本件業務の開始が維持管理開始予定日の属する月の末日よりも遅延する

ことが見込まれる場合には、その原因及び予想される遅延日数を通知の上、ヌエック

に対し維持管理開始予定日の延長を申請する。

２ ヌエックは、前項の申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、

維持管理開始予定日を変更することができる。

第３０条（業務開始の遅延）

受託者は、業務の開始が維持管理開始予定日の属する月の末日よりも遅延した場合

には、速やかに当該遅延の原因及びその対応計画をヌエックに通知しなければならな

い。

２ 受託者は、前項に規定する対応計画において、可及的速やかな運営の開始に向けて

の対策及び想定される業務開始日までの予定を明らかにしなければならない。

３ 受託者の責めに帰すべき事由により本件業務の開始日が維持管理開始予定日より

も遅延した場合、受託者は、ヌエックに対し、違約金として、維持管理開始予定日の

属する月の末日の翌日（同日を含む。）から起算して業務開始日（同日を含む。）ま

での日数分に応じて、維持管理業務費（税分を含まない）に、違約金の支払日におけ

る「政府契約遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）」第８条第１項

の規定に基づく財務大臣が決定する率を乗じて算定して得た額を支払うものとする。
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また、ヌエックに当該違約金を超える損害があるときは、ヌエックはその損害額を受

託者に請求することができる。なお、遅延した期間において維持管理業務が行われて

いたら支払われたであろう維持管理業務費については、第３条第３項の規定により、

維持管理業務費を本件業務の対価として支払う対象とならないため、維持管理業務費

から控除する。

４ ヌエックの責めに帰すべき事由によって本件業務の開始日が維持管理開始予定日

よりも遅延し、受託者に増加費用又は損害が発生した場合、ヌエックは、合理的な範

囲で当該増加費用又は損害（ただし、逸失利益は除く。）を負担するものとする。

５ 法令変更又は不可抗力により、本件業務の開始日が維持管理開始予定日よりも遅延

した場合は第５章又は第６章に従う。

第３１条（業務報告書の提出等）

受託者は、要求水準書等に基づき、本件業務の履行結果を正確に記載した業務日誌、

業務月報、上半期報告書（４月から９月までの期間の本件業務に関する報告書）及び

年間報告書を、業務報告書として作成するものとする（以下「業務報告書」と総称す

る。）。業務報告書の記載事項は、第２８条に規定する維持管理業務計画書等をもと

に、双方協議の上、定めるものとする。

２ 受託者は、前項の業務日誌を、原則として作成日ごとにヌエックに対して提出する

ものとする。

３ 受託者は、第１項の業務月報を、翌月の５日までにヌエックに対して提出するもの

とする。

４ 受託者は、第１項の上半期報告書を、上半期終了後１５日以内に、ヌエックに対し

て提出するものとする。

５ 受託者は、第１項の年間報告書を、当該年度終了後２月以内に、ヌエックに対して

提出するものとする。

６ 受託者は、前５項の報告のほか、本件施設・設備の中で発生した事故、利用者又は

周辺住民からの重大な苦情等、当該苦情等への対応など、緊急性を要する事項につい

ては、直ちにヌエックに報告するものとする。

第３２条（第三者の利用）

受託者は、本件業務の全部又は一部を、受託者提案に従って、構成員会社又は協力

会社に委託し又は請け負わせることができる。受託者が構成員会社又は協力会社以外

の第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、委託又は請負の業務開始の３０

日前までに、当該第三者の商号、住所その他ヌエックが別途定める事項を記載した書

面をヌエックに届け出て、ヌエックの事前の承諾を得なければならない。

２ 前項の規定により本件業務の委託を受け又は請け負った者（以下、「維持管理受託
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者」という。）は、委託を受け又は請け負った業務の一部を、受託者提案に従って、

構成員会社、協力会社又は運営権者提案に記載されたその他の第三者にさらに委託し

又は請け負わせることができる。維持管理受託者が構成員会社、協力会社又は事業者

提案に記載されたその他の受託者以外の第三者へさらに委託し又は請け負わせよう

とするときは、再委託又は下請負の業務開始の１４日前までに、当該第三者の商号、

住所その他ヌエックが別途定める事項を記載した書面をヌエックに届け出るものと

する。

３ 構成員会社、協力会社及び受託者提案に記載されたその他の受託者並びに当該会社

以外の第三者の使用は、すべて受託者の費用と責任において行うものとし、これら第

三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰

すべき事由とみなす

第３節 モニタリング

第３３条（ヌエックへの報告）

ヌエックは、本件事業の適正を期するため、必要に応じ、随時受託者に対して、本

件業務の業務及び経理等の状況について報告を求め、実地について調査し、又は、必

要な指示をすることができる。

第３４条（モニタリングの実施）

ヌエックは、自己の責任及び費用において、受託者が適切に本件業務を実施してい

ることを確認するため、要求水準書等に記載する項目に従い、別紙２に基づきモニタ

リングを実施することができ、受託者は、これに協力するものとする。

２ ヌエックは、前項の説明又は確認の結果、本件業務の状況が業務計画書等に規定す

る水準に達していないと判断した場合、受託者に対してその是正（維持管理受託者の

変更を含むが、これに限られない。）を請求することができる。この場合、受託者は、

ヌエックに対し、かかる請求についての協議を申し入れることができるものとし、協

議の結果業務計画書等に規定する水準に達していないとヌエックが認める場合、又は、

受託者が協議の申し入れをしない場合、ヌエックの請求に従った処置を行うことを要

し、かつ対応状況をヌエックに対して速やかに報告しなければならない。

３ ヌエックは、必要に応じて、本件施設・設備の利用者等へのヒアリングを行うこと

ができる。

４ ヌエックは、第１項のモニタリングの結果、要求水準書等の内容を満たしていない

と判断した場合には、別紙２に基づき、維持管理業務費を減額する。

５ ヌエックは、本条の説明要求、説明の実施及び立会いの実施、是正の請求等を理由

として、本件業務の遂行の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではな

い。
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第３５条（重大事態発生時の措置）

本件業務の遂行に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生した場合、受託者

は直ちに必要な措置を講じるとともに、ヌエックに対し報告するものとする。

２ 前項の場合、ヌエックは受託者に対し、第三者である専門家による調査の実施とそ

の調査報告書の提出を求めることができる。

３ 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び受託

者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、受託者が負担するものとする。

但し、ヌエックの責めに帰すべき事由に起因して発生した増加費用及び損害について

はこの限りではない。

第３６条（事業継続が困難となる事由の発生等）

本件業の継続が困難となる事由が発生した場合には、当該事由ごとにヌエック又は

受託者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じるものとする。

２ 前条の措置により発生した増加費用及びヌエック又は受託者が被った損害は、本契

約に別段の定めがない限り、受託者が負担するものとする。但し、ヌエックの責めに

帰すべき事由に起因する場合にはこの限りではない。

３ 前項の規定にかかわらず、法令変更又は不可抗力により発生した増加費用及び損害

の負担については、第５章又は第６章に従う。

第３７条（本件施設・設備の滅失、毀損に関する損害等）

受託者が善管注意義務に即した本件業務を行わなかったことその他の受託者の責

めに帰すべき事由に起因して本件施設・設備の損傷が発生した場合、受託者は速やか

に当該損傷の修復を行わなければならない。この場合、当該損傷の修復に係る費用に

ついては、受託者が負担するものとする。

２ ヌエックの責めに帰すべき事由に起因して本件施設・設備が損傷した場合、ヌエッ

クは速やかに当該損傷の修復を行わなければならない。但し、受託者が承諾する場合、

受託者に当該損傷の修復を委託することを妨げない。この場合、当該損傷の修復に係

る費用については、ヌエックが負担するものとする。

３ 第三者の責めに帰すべき事由により本件施設・設備が損傷した場合の当該損傷の修

復に係る費用については、ヌエックが負担するものとする。

４ 不可抗力に起因して本件施設が損傷した場合、受託者は速やかに当該損傷の修復を

行うものとする。この場合の当該損傷の修復に係る費用については、第６章に従う。

第３８条（本件業務に起因して第三者に生じた損害）

受託者が本件業務の遂行に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況
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をヌエックに報告しなければならない。

２ 前項の場合、受託者は、自己の責任により、当該第三者に対し当該損害を賠償しな

ければならない。ただし、当該損害がヌエックの責めに帰すべき事由に起因して生じ

たものである場合は、ヌエックは、合理的な範囲で受託者に補償するものとする。

３ ヌエックは、第１項の損害を第三者に対して賠償した場合、前項に該当する場合を

除き、受託者に対して、賠償した金額を求償することができる。受託者は、ヌエック

からの請求を受けた場合には、速やかに求償額の全額を支払わなければならない。

４ 前項の場合その他本件事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合におい

ては、ヌエック及び受託者が協力してその処理解決にあたるものとする。

第３９条（保険）

受託者は、本契約継続中、要求水準書及び事業者提案の定めるところにより、本件

業務に関する第三者賠償責任保険その他の保険に加入しなければならない。

２ 受託者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券又は

その写しをヌエックに提出しなければならない。

３ 受託者は、第１項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨を

ヌエックに通知するとともに、前項に基づきその保険証券又はその写しをヌエックに

提出しなければならない。

第４章 契約期間及び契約の終了

第１節 契約期間

第４０条（契約期間終了時の検査）

受託者は、維持管理期間満了までの間、本件業務について要求水準書等の内容を満

たす義務を負い、維持管理期間終了日の６か月前までに、必要に応じ、本件施設・設

備を修繕し、設備の更新等をする。

２ ヌエックは、維持管理期間満了の６か月前に受託者に通知を行った上、本件業務に

ついて要求水準等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査

を行い、修繕すべき箇所があることが判明した場合には、受託者にこれを通知し、受

託者は速やかにこれを修繕する。

第４１条（契約期間終了時の本件業務の承継）

ヌエック及び受託者は、本契約の終了に際して、ヌエック又はヌエックの指定する

第三者に対する本件業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理期間終了日

の６か月前から協議を開始する。
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２ 受託者は、ヌエック又はヌエックの指定する第三者が維持管理期間終了後に本件業

務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項

に従い、維持管理期間終了日の３か月前から当該業務に関する必要な事項を説明する

とともに、受託者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、本件業務の承継に

必要な手続を行う。

３ 前項に規定する手続において、ヌエック又はヌエックの指定する第三者の責めに帰

すべき事由により、受託者に増加費用及び損害が発生した場合には、ヌエックは、当

該増加費用及び損害を負担する。

第２節 受託者の債務不履行による契約解除

第４２条（受託者の債務不履行による契約解除）

ヌエックは、受託者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本契約

を解除することができる。

（１）偽りその他不正の方法により公共施設等受託者となったとき

（２）法第９条各号のいずれかに該当することとなったとき

（３）受託者の事由により、本件事業又は本件業務を実施できなかったとき、又はこれ

を実施することができないことが明らかになったとき

（４）ヌエックが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、維持

管理開始予定日（第２９条による延長があったときは、延長後の日）を過ぎても本

件業務に着手しないとき

（５）ヌエックが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、本契約、実施契約、要

求水準書、入札説明書及び事業者提案に従った義務の履行を行わず、かつ、その違

反により本契約の目的を達することができないと認められるとき

（６）受託者が本件業務又は本件事業の実施を放棄し、当該状態が１０日以上継続した

とき

（７）受託者が業務計画書等に重要な事項についての虚偽の記載をしたとき

（８）本件業務及び本件事業に関する法令の規定に違反したとき

（９）破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似す

る倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立て

によって当該手続が開始されたとき

（１０）受託者の責めに帰すべき事由により実施契約が終了したとき

（１１）受託者の役員等（役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務

所をいう。）を代表する者をいう。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定

する団体（以下「暴力団」という。）の構成員（暴対法第２条第６号に規定する者

（構成員とみなされる場合を含む。）。以下「暴力団構成員等」という。）である
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とき

（１２）暴力団又は暴力団構成員等が受託者の経営に事実上参加していると認められる

とき

（１３）暴力団又は暴力団構成員等に対して受託者が資金的援助又は便宜供与をしたと

認められるとき

（１４）受託者が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められ

るとき。

（１５）受託者が、ある者を暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し

若しくは使用していると認められるとき

（１６）受託者の役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の

不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団

構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜

供与をしたと認められるとき

（１７）受託者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社

会的に非難される関係を有していると認められるとき。

（１８）下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手

方が第１号から第７号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約

を締結したと認められるとき

（１９）受託者の各構成員又は協力企業が、第１０号から第１７号までのいずれかに該

当する場合、又はこれらの者が、第１０号から第１７号までのいずれかに該当する

者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、

ヌエックが受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったと

き受託者が本件業務を放棄し、３０日間以上にわたりその状態が継続したとき

２ 実施契約に基づき、受託者の公共施設等運営権が取り消された場合、本契約も当然

に将来に向かって終了し、本契約に基づく債権債務は本契約に別段の定めがない限り

消滅する。この場合の措置については実施契約の定めに従う。

３ 実施契約に基づき、ヌエックが受託者の公共施設等運営権の行使の停止を命じた場

合、ヌエックは、本件業務の継続又は保全のために必要な措置を定めて受託者に対し

てその履行を求めることができ、受託者はこれに従わなければならない。この場合の

措置については実施契約の定めに従う。

４ 第１項により本契約が解除された場合においては、受託者は、ヌエックに対し、解

除の日が属する事業年度に支払われるべき維持管理業務費並びにこれに対する消費

税及び地方消費税の合計額の１０分の１に相当する額を、違約金としてヌエックの指

定する期限までに支払わなければならない。

５ 受託者は、第１項に基づく解除に起因してヌエックが被った損害額が前項の違約金
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の額を上回るときは、その差額をヌエックの請求に基づき支払わなければならない。

６ 第１項に基づく解除の場合、ヌエックは、本契約が解除された日から６０日以内に

本件施設・設備の現況を検査する。この場合において、本件施設・設備に受託者の責

めに帰すべき事由による損傷、瑕疵等又は要求水準書等に示す良好な状態に満たない

箇所が認められたときは、ヌエックは、受託者に対し、その修補を求めることができ、

受託者は、必要な修補を実施した後速やかに、ヌエックに対し修補が完了した旨を通

知しなければならない。ヌエックは、当該通知を受領後６０日以内に修補の完了の検

査を行う。

７ 受託者は、前項の手続終了後速やかに、本件業務をヌエック又はヌエックの指定す

る者に引き継ぐものとする。

８ 第１項により本契約が解除された場合において、別紙１に規定された支払期間に満

たない維持管理業務費の支払対象期間が生じたときは、当該支払対象期間に対応する

維持管理業務費については、実際に本件業務が遂行された期間に応じて日割計算し、

算出された額を精算するものとする。

第３節 ヌエックの債務不履行による契約解除

第４３条（ヌエックの債務不履行による契約解除）

ヌエックが、本契約上に従って支払うべき維持管理業務費の支払を遅延し、受託者

から催告を受けてから６０日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要

な義務違反により本件業務の遂行が困難となり、受託者が催告しても６０日以内に是

正しない場合には、受託者は本契約を解除することができる。

第４節 法令変更による契約解除

第４４条（法令変更による契約の解除）

法令の変更により、ヌエックが本件業務の継続が困難と判断した場合、又は本契約

の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、ヌエックは、受託者と協議

の上、本契約の全部を解除することができる。この場合の措置は第５章に従う。

第５節 不可抗力による契約解除

第４５条（不可抗力による契約解除）

不可抗力により、ヌエックが本件業務の継続が困難と判断した場合、ヌエックは、

受託者と協議の上、本契約の全部を解除することができる。この場合の措置は第６章

に従う。

第６節 事業終了に際しての処置

第４６条（事業終了に際しての処置）
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受託者は、本契約が終了した場合において、本件施設・設備内に受託者又は受託者

等が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該

物件の処置につきヌエックの指示に従わなければならない。

２ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置に

つきヌエックの指示に従わないときは、ヌエックは、受託者に代わって当該物件の処

分その他の必要な処置を行うことができる。受託者は、ヌエックの処置に異議を申し

出ることができず、また、ヌエックが処置に要した費用を負担する。

３ 受託者は、本契約が終了した場合において、直ちに、ヌエックに対し、本件施設・

設備を維持管理するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。

第５章 法令変更

第４７条（法令変更）

受託者は、法令変更（次に掲げるものをいう。以下同じ。）により、本件業務の全

部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想さ

れるとき又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、受託

者は、速やかに、その内容及び理由をヌエックに通知しなければならない。

（１）法律、命令（告示を含む。）、条例又は規則（規程を含む。）の制定又は改廃

（２）行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃

（３）都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止

２ 受託者は、本契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該

法令に違反する限りにおいて、本契約に基づく義務の履行を免れる。

３ 受託者は、法令変更による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用を

できる限り少なくするよう努めなければならない。

４ ヌエックは、受託者から第１項の通知を受けたときは、速やかに受託者と本件業務

の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から

１２０日を経過しても協議が整わないときは、ヌエックは本件業務の継続についての

対応を定め、受託者に通知する。

第４８条（法令変更に起因する増加費用及び損害の負担）

法令変更に起因して受託者に生じた本件業務に関するする増加費用及び損害の負

担については、別紙３に定めるところによる。
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第６章 不可抗力

第４９条（不可抗力）

受託者は、不可抗力により、本件業務の全部若しくは一部の履行ができなくなった

とき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しく

は費用が増加すると予想されるときは、受託者は、速やかに、その内容及び理由をヌ

エックに通知しなければならない。

２ 受託者は、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不

能となった業務に係る履行義務を免れる。

３ 受託者は、不可抗力による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用を

できる限り少なくするよう努めなければならない。

４ ヌエックは、受託者から第１項の通知を受けたときは、速やかに受託者と本件業務

の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において不可抗力事由発生の

日から１２０日を経過しても協議が整わないときは、ヌエックは本件業務の継続につ

いての対応を定め、受託者に通知する。

第５０条（不可抗力に起因する増加費用及び損害の負担）

不可抗力に起因して受託者に生じた本件事業に関する増加費用及び損害の負担に

ついては、別紙４に定めるところによる。

第７章 その他

第５１条（守秘義務）

ヌエックは、本件業務の遂行に関して知り得た受託者の秘密を開示漏洩してはなら

ない。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条に規定する不開示

情報以外の情報については、この限りでない。

２ 受託者は、本件業務の遂行に関して知り得た秘密を開示漏洩してはならない。

３ 受託者は、本件業務を遂行するため必要なものとしてヌエックの書面による事前の

承諾を受けた場合に限り、第三者に対して本件業務の遂行に関して知り得た秘密を開

示することができる。ただし、本件業務に関して弁護士、公認会計士又は税理士に業

務を委託する場合においては、ヌエックの承諾を要しない。

４ 前項に基づき受託者が秘密を開示する場合においては、受託者は、当該第三者に対

して守秘義務を負わせ、その他秘密を保持するため必要な措置を講ずるものとする。

５ 本条の下での守秘義務は、本契約が事由の如何を問わず終了した後も５年間有効に

存続する。
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第５２条（個人情報）

受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に定めるとこ

ろにより、情報の保護及び個人情報の保護について必要な措置を講じ、これを遵守し、

また、構成員会社、協力会社、維持管理受託者等に遵守させなければならない。

第５３条（著作権の利用等）

本契約に基づく成果物（受託者が本契約又はヌエックの請求によりヌエックに提出

した一切の書面、写真、映像等をいう。）が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第

２条第１項第１号に規定する著作物に該当する場合においては、著作権法第２章及び

第３章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところによる。

２ ヌエックは、成果物が著作物に該当する場合においては、ヌエックの裁量により無

償で利用する権利を有する。

３ 受託者は、ヌエックに対し、成果物の内容を自由に公表することを許諾する。

４ 受託者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、ヌエックの承諾を得

た場合は、この限りではない。

（１）成果物の内容を公表すること

５ 受託者は、第２項又は第３項の場合において、著作権法第１９条第１項及び第２０

条第１項の権利を行使せず、又は行使させないものとする。

６ 受託者は、成果物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を譲渡

し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、ヌエックの承諾を得た場合は、

この限りではない。

７ 受託者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権を侵害するものでな

いことを、ヌエックに対して保証する。

８ 成果物が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して

損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠

償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害

が、ヌエックの責めに帰すべき事由に起因する場合においては、この限りではない。

第５４条（公租公課の負担）

本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて受託者の負担とする。

２ ヌエックは、受託者に対して維持管理業務費に係る消費税を除き、一切租税を負担

しない。

第５５条（請求、通知等の様式その他）

本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、
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申出、承諾、承認、契約終了通知、解除及び解約は、書面により行わなければならな

い。

２ 本契約の履行に関してヌエックと受託者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別

の定めがある場合を除き、「計量法」（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。

３ 期間の定めについては、「民法」（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２

年法律第４８号）の定めるところによるものとする。

４ 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。

５ 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。

６ 本契約の履行に関してヌエックと受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

第５６条（契約の変更）

本契約の内容の一部変更は、当該変更内容につきヌエックと受託者が協議の上、別

途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。

第５７条（準拠法）

本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。

第５８条（管轄裁判所）

本契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と

する。
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【別紙１】維持管理業務費について

１ 維持管理業務費の構成

維持管理業務費は、ヌエックが受託者に支払う対価であり、本件業務に係る一切の対価

によって構成され、一体の対価として受託者に支払われる。

ただし、要求水準書等においてヌエック負担とする費用は、維持管理業務費に含めない。

２ 維持管理業務費の支払方法

（１）支払方法

ア 維持管理業務費

ヌエックは、平成２７年６月を第１回とし、平成３７年３月を最終回として、年４回、

全４２回に分けて維持管理業務費を支払う。各回の支払額は同一額を原則とするが、平成

３７年３月については維持管理業務費の残金を支払う。

イ 消費税等

ヌエックは、維持管理業務費の消費税・地方消費税に相当する金額を維持管理業務費用

と併せて支払う。ただし、モニタリングの結果を受けて維持管理業務費が減額された場合

には、増減後の維持管理業務費の消費税・地方消費税に相当する額を支払う。

（２）支払手続

ヌエックは受託者に各支払月の前四半期分に相当する維持管理業務費の支払額を通知し、

受託者は、支払額の通知を受領後速やかにヌエックに請求書を送付し、ヌエックは請求を

受けた日から３０日以内に維持管理業務費を支払う。

３ 維持管理業務費の改定

（１）物価変動に伴う改定

ア 対象となる費用

本件施設・設備の維持管理に必要な費用（修繕を含む。）及び１エのその他費用

イ 改定時期

物価変動を踏まえた対価の改定時期は、次のとおりとする。

・改訂指標の評価：毎年４月１日現在で確認できる指標とする。

・対価の改定：原則として翌年度４月１日以降の本件施設・設備の維持管理に必要な費用

（修繕を含む。）の支払に反映させる。

なお、対価の改定は、第３回目以降の支払について適用する。

ウ 改定方法

前回改定時の指標（改定がない場合は、平成２６年４月１日現在で確認できる指標）に

対して、現指標が３ポイント以上変動した場合には、本件施設・設備の維持管理に必要な

費用（修繕を含む。）及びその他費用の改定を行う。
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・改定率

「企業向けサービス価格指数」－その他諸サービス

（物価指数月報・日銀調査統計局）

・計算方法

前回改定年度に支払われる対価を基準額とし、次の算定式に従って年度ごとに対価を確

定する。なお、改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

APp = APq×(CSPIp-1/CSPIq-1) ただし|CSPIp-1-CSPIq-1|≧3

＜条件＞

p:当該年度

q:前回改定年度(改定がない場合は初年度)

APp :p 年度の A 業務の対価

APq :q 年度の A 業務の対価

CSPIp-1 :(p-1)年度の価格指数

CSPIq-1 :(q-1)年度の価格指数

＜計算例＞

前回物価改定時（又は初回支払時）である平成１９年度の支払額が１００万円、平成１

８年度の指数が９０で、平成２２年度の指数が１０８の場合：

平成２３年度改定率（平成２２年度の物価反映）

＝平成２２年度指数〔１０８〕÷平成１８年度指数〔９０〕＝１．２

平成２３年度の対価

＝平成１９年度の対価〔１００万円〕×１．２＝１２０万円

※ CSPI: Corporate Service Price Index （企業向けサービス価格指数）

４ 減額措置

モニタリングの結果、要求水準の内容を満たしていないことが明らかとなったときは、

別紙２「モニタリング」により支払額の減額等を行う。
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【別紙２】モニタリングの方法

本件業務に対するモニタリング

ヌエックと受託者は、受託者が遂行する本件業務に対し、次の５種類のモニタリングを

実施する。ただし、ヌエックが受託者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、

受託者によるサービスの提供の方法に依存するため、本契約の締結後に策定するモニタリ

ング計画書において定める。

種類 ヌエックの行う業務 受託者の行う業務

①

日常モニ

タリング

・業務日報の確認 ・受託者は、日報を毎営業日、作成する

とともに、月１回、業務月報を、上半

期（４月から９月までの期間）に１回、

上半期報告書を、年１回、年間報告書

を作成し、ヌエックに提出する。また、

ヌエックの要請があった場合には、適

宜、日報等を提出する。

・本件業務の遂行に大きな影響を及ぼす

と判断される事象が生じた場合には、

直ちにヌエックに報告し、ヌエックの

求めに応じて日報等を提出する。

②

定期モニ

タリング

・ヌエックは、受託者が提出する業

務月報、上半期報告書及び年間報

告書に基づき、維持管理業務計画

書及び維持管理業務年間計画書

の内容に合致した業務が実施さ

れているか、モニタリングを行

う。

・ヌエックは、業務月報、上半期報

告書及び年間報告書の内容を確

認するとともに、本件施設・設備

を巡回し、事前の協議により定め

たモニタリング項目に従って、各

業務の遂行状況を確認・評価す

る。

・ヌエックは、確認した内容を踏ま

えて実地調査、受託者に対する説

明要求等を行う。

・受託者は、維持管理業務計画書及び当

初の維持管理業務年間計画書と実際

の実施状況や達成度、その成果等につ

いて検証を行い、自己評価を行う。評

価の実施にあたっては、受託者の経営

状況についても評価を行う。

・受託者は、自己評価の結果について、

個別業務ごとに年間報告書を毎年作

成し、ヌエックに提出する。

・受託者は、ヌエックがモニタリングを

実施するに際し、最大限の協力を行

う。

・ヌエック及び受託者が出席する連絡会を毎年度開催し、日常モニタリング、

定期モニタリングの結果を報告するとともに、利用者、職員等からの苦情等

の発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。
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③

随時モニ

タリング

・ヌエックは、維持管理期間中、必

要性が認められるとき（本件施

設・設備の利用者等からのクレー

ムがあった時や業務改善勧告を

行った場合の確認時、及び、緊急

時等）には、随時モニタリングを

実施する。

・随時モニタリングにおいては、施

設・設備巡回、業務監視、受託者

に対しての説明の要求及び立会

い等を行い、受託者の業務実施状

況を確認する。

・受託者は、左記の事項の説明及び確認

の実施に当たり、ヌエックに対して最

大限の協力を行う。

④

利用者ア

ンケート

調査等

・ヌエックは、受託者から提出され

たアンケート等から当該事業の

サービスに対する利用者の評価

結果を確認する。

・受託者は、要求水準書等に基づき、ヌ

エックと協議を行い、当該業務のサー

ビスの評価において、アンケート等を

作成・実施した後、これを回収し取り

まとめてヌエックに提出する。

⑤

財務モニ

タリング

・ヌエックは、毎年度、受託者が提

出する財務書類等により、受託者

の財務状況等を確認する財務モ

ニタリングを行う。

・受託者は、毎年度、ヌエックに対して

財務書類等を提出する。

（２） 要求水準を満たしていない場合の措置

ヌエックは、モニタリングの結果、本件業務が要求水準を満たしていないと判断した場

合には、以下の措置を行う。

１） 業務要求水準の未達の基準

要求水準を満たしていない場合とは、次に示す状態と同等の事態のことをいう。

① 利用者が本件施設・設備を利用する上で明らかに重大な支障がある場合（以下「重大な

事象」という）

② 利用者が本件施設・設備を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く

場合（以下「重大な事象以外の事象」という）

重大な事象

業務 水準未達の例

全般 ・故意による本件業務の放棄

・故意にヌエックとの連絡を行わない
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・ヌエックの合理的な指導や指示に従わない

・安全措置の不備による人身事故の発生

・本件施設・設備の全部が利用できない

・重要な什器備品（鍵等）、帳簿類等の紛失、破棄

・ヌエックの承諾を得ないで各種計画書、報告書の提出の大幅な遅

延

・各種計画書、報告書等における重大な内容の虚偽報告、故意又は

重大な過失による虚偽報告

・個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損

・水準未達の状態の長期にわたる放置

維持管理業務 ・各業務の未実施

・業務の疎漏による本件施設・設備の使用不能、重大な事故の発生

・災害等発生時の自動火災報知設備や消防設備等の未稼働

・停電、断線等の放置

・エレベーターの全面停止状態の放置

・トイレ等の不衛生状態の放置

※上記の事象例は例示であり、これら以外の状況でも、本件施設・設備の利用者が本件施

設・設備を利用する上で明らかに重大な事象であると判断される状況を含めるものとす

る。

重大な事象以外の事象

重大な事象以外の事象とは、重大な事象を除いた水準未達の場合すべてをいう。具体的な

事象については、ヌエックが要求水準書等に照らして水準未達を認定する。

２） 改善要求

ア）業務改善計画書の作成

ヌエックは、本件業務が要求水準を満たしていないことが確認された場合には、受託者

に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がな

されない場合には、改善勧告を行い、受託者に業務改善計画書の提出を求める。なお、業

務不履行のうち、重大な事象については、直ちに改善勧告を行い受託者に業務改善計画書

の提出を求めるものとする。受託者は定められた期間内に改善策、改善期限等を記載した

業務改善計画書をヌエックへ提出し、ヌエックの承諾を得る。

ヌエックは、受託者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状

態を改善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画

書の変更、再提出を求めることができる。

イ）改善措置の実施
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受託者は、ヌエックの承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、

ヌエックに報告する。ヌエックは、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認することが

できない場合には、再度、改善要求を行うことができる。

ウ）緊急対応措置

前記ア）及びイ）に関わらず、当該業務水準未達成の認定・報告・勧告・改善等に緊急

を要し、かつ応急措置等を行うことが合理的と判断される場合は、受託者が自らの責任に

おいて直ちに適切な応急措置等を実施して、ヌエックに報告することとする。

３）維持管理業務費の減額

ア）減額の対象となる事態

ヌエックは、受託者が実施する業務が要求水準を満たしていないことを確認した場合に

は、受託者に改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がなされない場合には、改

善勧告を行うと同時に減額ポイントを計上する。なお、重大な事象については、直ちに減

額ポイントを計上するものとする。計上された減額ポイントを合算し、３ヶ月分の減額ポ

イントが一定値に達した場合には、維持管理業務費の減額を行う。

イ）減額ポイントの対象

減額については、維持管理業務費を対象に行うものとする。

ウ）減額ポイント

ヌエックは、日常モニタリング、定期モニタリング、随時モニタリング及び利用者満足

度調査等を経て、維持管理業務費に対する当月の減額ポイントを確定させる。減額のポイ

ントについては次のとおりとする。

事象 減額ポイント

重大な事象 各項目につき１０ ポイント

重大な事象以外の事象 各項目につき１ポイント

エ）減額ポイントを計上しない場合

受託者の責めによらない、やむをえない事象が原因であったと客観的に認めうる場合で、

かつ客観的にみて迅速に的確な対応を施したにもかかわらず、減額の対象となる事態が生

じた場合には、減額ポイントを計上しない。

オ）減額ポイントの維持管理業務費への反映

ヌエックは、モニタリングが終了し、減額ポイントを計上する場合には、受託者に減額

ポイントを通知する。維持管理業務費の支払に際しては、３ヶ月分の減額ポイントを合算

し、次表に従って、当該３ヶ月分の維持管理業務費の総額に対し、該当する減額割合を乗
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じて減額を算定する。

ヌエックは、当該３ヶ月間に累積した減額ポイントを、当該期間における受託者による

本件業務の遂行に対する維持管理業務費の支払いのみに適用するものとし、後の期間に持

ち越さない。ただし、同一の減額対象となる事態が継続的に発生している場合には、減額

措置の必要が無くなるまでの間、当該事項に対応した減額ポイントを累計し、維持管理業

務費より減額を行う。

受託者は、必要に応じて、減額の対象となった事象について、ヌエックに対し説明を行

うことができるほか、ヌエックは、必要に応じて、受託者に対し、減額の対象となった事

象について説明を求めることができる。

受託者は、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができる。

減額ポイントの反映

３ヶ月の減額ポイントの合計 維持管理業務費の減額割合

１００ポイント以上 １００％

５０～９９ポイント １ ポイントにつき０．９％減額

３０～４９ポイント １ ポイントにつき０．６％減額

１０～２９ポイント １ ポイントにつき０．３％減額

１０ ポイント未満 ０％（減額なし）

４）本件業務の受託者等の変更

ヌエックは、受託者に減額ポイントが計上される状態が、次のいずれかに該当する場合

には、受託者との協議のうえ、最終の改善要求を行った日から起算して６ヶ月以内に、本

件業務の受託者等の変更を行うことができる。

① ヌエックが改善要求を繰り返しても、現在の業務実施体制では業務の改善・復旧が

明らかに困難であると認められる場合

② 同一の原因による同一の事象において、四半期単位で３回継続し、改善要求にもか

かわらず改善期間内に業務の改善・復旧を果たすことができなかった場合

③ １四半期で減額ポイントが５０ポイント以上発生した場合

④ 重大な事象が１四半期に３回以上発生した場合

５） 契約の解約等

ア）契約終了

本件業務の受託者等の変更後においても減額ポイントが計上される状態が継続した場合

で、ヌエックが契約継続を希望しない場合には、ヌエックは本契約を解約することができ

る。

また、受託者が上記４）において本件業務の受託者等の変更に応じない場合であって、か
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つ、業務の改善・復旧が確認されない場合においても、ヌエックは直ちに本契約を解約す

ることができる。

イ）株式譲渡

本件業務の受託者等の変更後も減額ポイントが計上される対象となる事象が発生している

状態が継続した場合で、ヌエックが契約継続を希望する場合においては、ヌエックは、受

託者の株主に対して、ヌエックの承認した第三者へ受託者の株式を譲渡させることができ

る。
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【別紙３】法令変更に起因する増加費用及び損害の負担について

法令変更により生じた増加費用及び損害の負担については、次のとおりとする。

１ 本件業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更により生じた増加費用及び損害に

ついては、ヌエックが負担する。但し、当該損害には、受託者の逸失利益に関する損害

は含まないものとする。

２ 上記１以外の法令変更により生じた増加費用及び損害については、受託者が負担する。
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【別紙４】不可抗力に起因する増加費用及び損害の負担について

不可抗力により受託者に生じた本件業務に関する増加費用及び損害については、本契約

期間中における事業年度中の累計で当該１年間分の維持管理業務費の１００分の１に至る

までは受託者が負担し、これを超える額はヌエックが負担する。但し、当該増加費用又は

損害について、保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額はヌエックが負担すべき増

加費用及び損害から控除する。

なお、上記でヌエックが一部負担する損害には、受託者の逸失利益に関する損害は含ま

ず、これについては受託者の負担とする。


